
















（歳入） 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 191,332 千円

（歳出） 社会保障施策に要する経費 2,348,380 千円

【社会保障施策に要する経費】 （単位：千円）

国県支出金 そ の 他
うち引上げ分

の地方消費税収

高齢者福祉事業 62,441 5,968 5,122 51,351 7,126

障害者福祉事業 631,692 455,409 176,283 24,461

児童福祉事業 460,548 184,177 12,750 263,621 36,581

こども園等運営事業 278,015 107,251 38,080 132,684 18,412

小　　　計 1,432,696 752,805 55,952 623,939 86,580

国民健康保険事業 115,145 79,805 35,340 4,904

介護保険事業 284,504 15,238 269,266 37,364

後期高齢者医療事業 332,103 46,781 2,002 283,320 39,314

小　　　計 731,752 141,824 2,002 587,926 81,582

保健事業 47,063 140 46,923 6,511

予防対策事業 127,226 1,120 14,989 111,117 15,419

母子保健事業 9,643 703 8,940 1,240

小　　　計 183,932 1,963 14,989 166,980 23,170

2,348,380 896,592 72,943 1,378,845 191,332

　　　　（４）令和４年度一般会計予算において地方消費税交付金
　　　　　　　（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

　平成２６年４月１日より消費税率（国・地方）が５％から８％へ引き上げられたことに伴い、地
方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるも
のとされています。
　令和４年度一般会計予算における充当状況については、下記のとおりです。

財　源　内　訳

特 定 財 源 一 般 財 源

合　　　　計

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分している。

事　業　名 予 算 額

社会
福祉

社会
保険

保健
衛生
















